
 

国自整第 267 号の２ 

令和６年３月 28 日 

 

 

 

  一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿 

 

 

 

                            国土交通省 物流・自動車局 

自動車整備課長 

                      （ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

自動車特定整備事業者及び指定自動車整備事業者における OBD検査システ 

ムの ID等の管理に係る遵守事項及び留意事項について 

 

 

 

 標記について、別添のとおり各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局運輸

部長あて通達しましたので、了知いただくとともに、傘下会員に対し周知をお願いいたし

ます。 

 

 

 

 



 
 

国 自 整 第 2 6 7 号 

令和６年３月 28 日  

 

 

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

 

                    物流・自動車局自動車整備課長 

                    （ 公 印 省 略 ）  

 

 

自動車特定整備事業者及び指定自動車整備事業者における OBD検査シス 

テムの ID等の管理に係る遵守事項及び留意事項について 

 

 

 令和６年 10 月１日より開始となる OBD 検査の円滑な実施に向けて、独立行政法人

自動車技術総合機構（以下「機構」という。）が提供する OBD 検査及び OBD 確認を実

施するために使用するシステム（以下「OBD 検査システム」という。）の ID及びパス

ワード（以下「ID 等」という。）の管理について、自動車特定整備事業者及び指定自

動車整備事業者が遵守すべき事項及び留意すべき事項を下記のとおり定めたので了

知されるとともに、遺漏なきよう取り扱われたい。 

 また、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長あて別添のとおり通知したの

で申し添える。 

 

記 

 

１．自動車特定整備事業者又は指定自動車整備事業者は、OBD 検査システムの利用に

あたって取得・設定した ID 等について、機構の定める利用規約に従って適切に管

理すること。 

 

２．自動車特定整備事業者又は指定自動車整備事業者が、以下に掲げる ID 等の不正

使用又はその幇助を行った場合、行政処分の対象となるとともに機構が当該 ID 等

の効力を停止する可能性があることに留意されたい。 

① 検査員又は工員が他者の ID等を使用して OBD検査又は OBD確認を実施した場合

（なりすまし） 

② 事業場が取得・設定した ID等を、事業場以外の者へ貸し渡し、使用させた場合

（ID等の不正使用の幇助） 

別添 


